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次に、前原誠司君。

○前原委員
　民主党の前原でございます。長丁場でございますが、おつき合いをいただきますよう、よろしくお願いいたしま
す。
　私は、この質問をする前提として、まず四公団の現状認識について、石原大臣を中心に議論をさせていただきたい
と思います。そこのまず一つの大きなポイント、議論をしたいポイントというのは、四公団の償還計画というのは順
調なのかどうなのかということであります。
　まず、日本道路公団から話を進めていきたいわけでありますけれども、日本道路公団から出ている「ＪＨ決算ファ
イル」というものを見ておりますと、収支率、つまりは百円もうけるのに幾らお金がかかっているかという意味の数
字が平成十二年度においては五〇ということで、ここにも、「ここ十年間の高速道路の収支状況をみると、借入金等
の返済は順調に進んでいます。」こういうふうに書かれています。
　私は、これには幾つかのからくりがあって、実際、道路公団の償還状況というものはここに書かれているものでは
ないというふうに思っております。まず、それをいろいろな観点から明らかにしていきたいというふうに思っていま
す。
　まず、このＪＨもそうですし、本四、阪神、首都高、すべてでありますけれども、貸借対照表の持つ意味というの
は一体何なんだということを思わざるを得ません。つまりは、固定資産というものの中に、今までお金のかかったも
の、工事で積み上がっていったものを全部固定資産として計上していっているわけですね。つまりは、一遍引っぺが
したアスファルトや、あるいはだめになった、あるいは変更した掲示板等々すべて、がらくた、産業廃棄物になって
いるにもかかわらず、今でも固定資産として計上され続けるような貸借対照表になっている。
　果たしてこれはどういう意味があるのかということでありますけれども、大臣は、今のこの道路公団の貸借対照
表、これについてどういう意味があって、これをとり続けることがいいのかどうか、その点についてまず御答弁くだ
さい。

○石原国務大臣
　今の部分は非常に、実に根元的な問題でございまして、特殊法人とは何なのか、いわゆるパブリックカンパニーの
仕事というのは何なのかということを、決算あるいは貸借対照表の世界で言っているものが示されているものだと思
います。
　ですから、私どもの考えは、それですとやはり、民間企業であるならばどうかというようなところは正直言ってわ
かりません。というのは、減価償却費も計上されておりませんし、それは当然、パブリックカンパニーでありますか
ら、そんなものを計上する必要は、ある意味ではないわけであります。
　しかし、今初めてこれを廃止して民営化をしていこうということが議論の俎上にのってきた結果、今委員が御指摘
されましたような問題をどういうふうにとらえるのかということが重要なポイントになってきていると思うわけでご
ざいます。例えば、貸借対照表の資産の部分に、減価償却や除却を行わない投資資金である資産を計上して借入金等
総額を表現して、これを比較する、何というんでしょうか、償還額の累計を償還準備金として負債の部に計上してい
るということに、端的に私はその持つ意味があらわれているんではないか。
　ですから、財務省の方で仮定のＰＬ、ＢＳというようなものをつくっていただきましたけれども、これもあくまで
仮に民間法人であればということでございまして、必ずしもその数字も本当のところをあらわしていない。すなわ
ち、特殊法人というものは、公益に資するというような観点から、我々の、民間企業とは違う概念で運営されてきた
ということを語っているのではないかと認識しております。

○前原委員
　お答えがいまいちよくわからないんですが、一つは、確かにパブリックカンパニーという言い方をされました、さ
れましたが、建前はこれは独立採算制ですよね。しかも、三公社五現業の三公社の一つであった国鉄でさえ減価償却
は計上していたんです。
　今おっしゃったところで二つ指摘をして御答弁をいただきたいんですが、パブリックカンパニーだから一般企業と
同じような企業会計制度はとる必要はないとおっしゃいましたけれども、果たして、独立採算制、しかもこれは財投
機関債で、市場に資金をゆだねる形で、市場に判断してもらってお金を調達している。それが果たして、パブリック
カンパニーだというエクスキューズで、このような貸借対照表でいいのかという理由にはなっていないと思います、
今の御指摘は。それが一つ。
　それから、償還準備金の中に減価償却が入っているというのはそのとおりですか。私の認識は違いますよ。二つ答
えてください。

○石原国務大臣
　前段の質問はちょっと誤解をされているんだと思いまして、お答えいたしますが、実は、そういう考え、いわゆる
パブリックカンパニーだからこれでいいんだと言っているところに問題があるということで、仮に民間企業であるな
らばということで、仮定計算ではありますけれども、ＰＬ、ＢＳをつくらなきゃならないというふうに私も考えてい
るというふうに申し述べたところでございます。
　減価償却の点についてでございますけれども、これは、有料道路は要するにお金を取って営業しておりますけれど
も、もうけようとはしていないんですね、この企業は。営利目的じゃありません、パブリックカンパニーですから。
ですから、当然法人税も納めていない。また、配当利益や課税所得を算出する、計算する必要性がありませんから減
価償却費を計上していない。そういうふうに制度上なっているんですね。



　ただ、私の問題意識としては、それでは実態がわからない。ですから、民間企業であったならどうであるのかとい
うことを財務省にお願いしてつくっていただいた。しかし、それも、つくっていただいたものを私も、公認会計士の
方に見せて分析していただいても、それでも、民間企業と完全に対比ができないから、実態というものは、私どもが
持っているセグメント情報では本当はどうなっているのかということはわからない。
　ですから、きょう総裁もおいででございますので、総裁の方に十分聞いていただきたいと思います。

○前原委員
　要は、もっと赤裸々に言うと、この貸借対照表というのは、道路公団のいわゆるプール制も、それから償還主義も
あわせてですけれども、隠ぺいの構図そのものなんですよ。つまりは、実態を明らかにしないことに意味がある。だ
から国民にわかりにくいような貸借対照表を使っている。そこをどう変えていくかというところに問題意識を持って
おられるというところは一緒だと思うんですけれども、しかしながら、民営化の議論が出てきたらそう変えましょう
というのは、私は違うと思うんです。
　つまりは、道路公団のままであったとしても、その貸借対照表がきっちりと実態の経営状況を示すものでなければ
いけないのにかかわらず、そうなっていないところに大きな問題があるんじゃないかということを申し上げているわ
けです。私は、そのポイントをぜひまずは前提として押さえないとこの民営化の議論の組み立てにならないというふ
うに思います。
　そこで、さらにフレームワークを明らかにするために申し上げますが、税金も納めてない、もちろん資本金もな
い、あるいは配当もない、そういうことですから減価償却は要らないかということになれば、私はそうじゃないと思
うんですね。さっき国鉄の例でも申し上げました。要は、いろいろな工作物をつくっていくわけですから、通常の維
持管理費だけで永遠に、半永久的にその工作物を使い続けるのかどうかといえば、そうじゃないと思うんですね。と
なれば、必ずその部分については、営利目的でなくても、減価償却を組み入れた形に会計制度をしておかないと、い
つか朽ちたときにかなり大きなお金をどっと使わなくてはいけない、こういうことになると思います。
　そうすると、今の償還期限というものも全く意味をなさない話になるわけでして、先ほど大臣のおっしゃったとこ
ろというのは、私はその部分が大きく欠落していると思いますよ。したがって、この減価償却を計上していないこと
のエクスキューズに、税金を納めていない、あるいは資本金も配当金も入れていない、だから減価償却しないでいい
んだという議論はおかしいと思います。

○石原国務大臣
　確認をさせていただきたいんですが、私がこのような減価償却を計上しない会計制度で決算を出すということを決
めている担当者ではございません。現状でこのようになっていて、こういう問題があるから、仮定ではありますけれ
ども、ＰＬ、ＢＳというものを新たにつくっていただいたと御理解をいただきたいと思います。

○前原委員
　その結果、この道路公団が出しているように、収支率が五〇、返済は順調に進んでいるということを大臣はお認め
になるんですか。

○石原国務大臣
　現在のところは支障を来していないと認識をしております。

○前原委員
　それだったら、実態をつかむために新たにお願いをされて調査をされた結果というものが全く生きてきていないと
思うんですね。
　つまりは、道路公団であろうと、民営化をしようが、問題意識として持っておかなくてはいけないのは、工作物で
営業をしている、事業を遂行している。工作物というのは未来永劫使えるものではない。その点についてのいわゆる
取り組みというものがこの中に書かれていないというところに大きな問題があって、そこを含めて考えた場合、つま
りは、もっと厳密に言うと、減価償却費と除却費を含めて考えないと本当の意味でのこの実態はわからないんじゃな
いですか。
　それを踏まえた上で、本当に大臣ですら、大臣ですらという意味は、国土交通省に聞いたら、あるいは道路公団に
聞いたらこの文言のとおりでしょう。聞いても仕方がないから聞きません。サンドバッグになれと小泉さんから言わ
れた行革大臣ですら同じような答弁をされるんですかということを聞いているんです。それだったら民営化する意味
ないでしょう。

○石原国務大臣
　国交省あるいは公団側が何と御答弁されるか、ぜひ聞いていただきたいんですが、私はそれで、セグメント情報の
不足から本当のところがわからないと明確に御答弁をさせていただいているところでございます。

○前原委員
　質問者は私が選定しますので、大臣からは指示をされないようにしてください。
　私は、この道路公団が出している決算ファイルでは、明らかな情報というのは全く出てこない、そして、やはり減
価償却、除却というものを踏まえた上で明らかにするというのが本来の姿であるべきだというふうに思います。問題
意識として、まずこの点、明らかにしておかなくてはなりません。
　一つ確認なんですが、これは道路公団総裁にお伺いします。新たな道路建設というのは、ほぼ借金で賄われている
と言ってもよろしいんですか。

○藤井参考人



　お答えします。
　新たな建設というのは、今現在から新たにということでしょうか、今までの中の新たにということでしょうか。そ
れによって、十四年度から国費の投入がなくなりますので、今までの新たなものでしたら国費は入っておりますし、
十四年度からは入っておりません。そういうふうにお答えしたいと思います。
　それから、まことに僣越でございますが、先生の先ほど……（前原委員「借金でつくったのかどうか、その点を答
えてください」と呼ぶ）そのとおりでございます。借入金でつくっております。

○前原委員
　つまりは、この道路建設というのは、今道路公団総裁がお答えになったように、今までは国費も含めてであります
し、これからは国費を入れないということでは借金で賄う、それがいわゆる損益計算書に書かれているわけでありま
す。つまりは、この新たな道路建設というのは、今までは国費プラス債券等による借金で賄ってきたし、これからも
賄い続けるという前提になっていて、業務収入というものについては、今までの借金の返済、維持管理費に使うとい
うことになっているわけです。
　そこで、先ほど申し上げたように、減価償却、除却の費用というものが計上されていない。その中身というものを
突き詰めていった場合に、果たしてこのＪＨが出しているようなものになっているかということは大きな問題点とし
て残るわけです。
　総裁、お答えになりたいようですから、議論のためにどうぞ。私の理論にどういう御感想を持っておられるか、御
答弁ください、減価償却、除却について。

○藤井参考人
　実は、高速道路を有料道路でつくると決めたときの考え方は、国費と地方費だけでなくて、今先生がおっしゃった
借入金でつくると。借りたからには返す。その借りた金を返す計画として、今決算ファイルにございますように、投
下した資金をいわゆる償還準備金としてためてそして返していった、こういう仕組みになる。ですから、資金の事業
として見た形でなっております。
　というのは、石原大臣がお話しになりましたように、収益がゼロだからでございます。収益がないという前提です
から、借りた金を返す。本来、借りなければ、国費と地方費でいただければそれでつくってきた。こういう事業面か
らの見方で、わかりやすいように、そういう形でずうっと今まで公表をさせていただきました。
　現在、先生が御指摘になり、昨年から私どももやりましたのは、企業会計。今度は、組織としてそういう資金をど
う展開させながらやるかという、組織面に沿って事業というのを見たときの会計ということが今問題になっている。
　そこで、ですからそこを分けておかないと、あくまでも道路公団はそういう事業の代行者、国にかわる代行者とし
て存在しているものですから、先生に今御説明したように、事業費が、どう借りてきてどう返すかということが重要
だという視点に立ってつくってまいった。これだけ御説明させていただきたい。

○前原委員
　それはそのとおりだと思います。道路公団は、いわゆる全総とか、あるいはさっき副大臣が前の方の質問に御答弁
されたように、九千三百四十二キロメートル、あるいは一万一千五百二十キロメートル、これは法律で決まったこと
でありますから、その計画をもとに道路公団としては、下請と言っては失礼かもしれませんが、そういう形でやって
いるという中でどういう形態をとるかという御説明はよくわかります。
　ただ、私が申し上げているのは、道路公団の実態というものを正確に把握をするためには、極めてわかりにくい、
隠ぺいをしようとしているとしか思えない。うがった見方かもしれませんよ。うがった見方かもしれないけれども、
隠ぺいをしているようにしか見えないし、減価償却、除却というものを計上すれば五〇なんということにならない
し、また償還準備金にしたって、良心的にこの決算ファイルにも書いてあるけれども、「工事中の道路の借入金残高
が三兆九千八百九十五億円あります。」ということで、償還準備金が九兆四千二百億円。かなりまだ工事中の借入金
残高がありますよね。これがどんどんふえていくわけですよ、これから。そうなると、償還準備金というものが果た
して順調なペースでふえ続けるかどうかというのは、これは大きな疑問になるわけです。
　私が先ほど総裁に御答弁をしてくださいと申し上げたのは、今の御説明でもわかりましたけれども、独立採算の組
織として、本来ならば除却あるいは減価償却という概念を入れないと本当の経営実態というのは見えてこないんじゃ
ないんですかということを申し上げたんです。それについてはどう思われるかということを御答弁いただきたいと思
います。

○藤井参考人
　今回の行革の精神が、組織論としてむだのない組織ということでございますから、先生が今御指摘のように、大臣
からの御答弁にございますように、企業会計という視点から今の事業の運営の状態を表現していくということを、こ
れから私どもも、去年試験的にやらせていただきましたけれども、今後やらせていただこうと思っております。
　そのときに、先生がどんどん借金がふえていくじゃないかとおっしゃいましたので、その一点だけ申し上げます
と、この十四年度の予算の概算要求及び十二月の原案策定に当たっては、今後の借入金の残高を以後もうふやさない
ようにしていこうということを基本に、何で基本と言ったかといいますと、債務の事業がずっと、四年債務とかあり
ますから、どうしても支払い高が後半に残ってまいります。そういう意味で、十四年度とか十五年度からぴたりと一
切ふやさないということはできませんが、基本的にはもうほとんどふえないようにしていけば、今まで借りてきたお
金を借りかえながら、借りかえるという意味では借入金が必要ですが、新たな建設を行うには収入を前提としてやっ
ていく、こういうふうな物の考え方がいわゆる企業会計からいってふさわしいじゃないかということで、私ども、そ
ういう主張をさせていただいて、今回の十四年度の予算はそのような物の考え方ででき上がっておるというふうに理
解をいたしております。（前原委員「質問に答えてないんです」と呼ぶ）

○大畠委員長



　前原さん、よくわかるように、再度質問してください。

○前原委員
　減価償却、除却というものを企業会計に基づくんだったら入れなきゃいけないんじゃないですかという答弁を、イ
エスかノーかでいいですから、答えてください。

○藤井参考人
　企業会計では、そのとおりでございます。

○前原委員
　だから、それが入っていないわけですよ。入っていないということは、このままで、この道路公団のやり方、今ま
でのものも含めていうと、つまりは、どんどんつくった工作物が朽ちていっているわけです。朽ちていったものが、
それは何十年か何年かはわかりませんけれども、その分のいわゆる減価償却というものが、実際には行われているん
だけれども、今までの会計制度ではそれは含まれていなかったということになれば、その分のお金というものが、別
の、隠れ借金のような形で存在をするんですよ。
　だから、私は、この道路公団が出している決算ファイルというものは、事実あるいは道路公団の今後のあり方とい
うものを明確にあらわしていないということを申し上げているわけです。それを認めるかどうかですよ。

○藤井参考人
　先生のお言葉でございますが、隠れ借金ではございません。いわゆる減価償却と除却というのは、現実にお金を借
りているわけでございますから、それは償還準備金として必ず返すお金の中に入っているわけでございますから、隠
れ借金ということではございません。

○前原委員
　償還準備金というのは、要は返していくお金のことでしょう。私の言っているのは、減価償却、除却というのは、
つくった工作物についての価値が減っていっている、そして、つくりかえるときにそのお金が発生する。企業会計制
度では、その部分について、毎年毎年積み立てるような形で、もちろんそれは使ってもいいけれども、そういうもの
を計上しているけれども、今まで計上してこなかったということだと、ある時期にどんと費用が発生をする隠れ借金
的なものではないかと言っているわけですよ。

○藤井参考人
　それは、今までの仕分けの問題でございまして、借りたお金はどんな形にしても全部新たな負債になる。ですか
ら、それを減価償却というところに置くか、あるいは除却費のところに置くか、それは会計の仕組みとしてそのとお
りでございますが、負債であることは変わりませんので、それを返すという意味では、先生、おわかりでおっしゃっ
ていると思いますが、言ってみれば全部償還準備金の中に入っているということだけは御理解いただきたいと思うん
です。

○前原委員
　わかりました。私も頭の整理が今できたんですけれども、今までのストックの話をされているんです。私は、収支
率というのは、単年度ごとのフローの話をしているんです。フローの話の中で収支率が五〇というのは、実際問題違
うんじゃないですかと。そういうものも、借りた金は返さなきゃいけない、そのとおりですよ。だけれども、フロー
で考えた場合に五〇ということはないでしょうと。つまりは、減価償却、除却というものをフローの概念で企業会計
制度で入れた場合、五〇なんというものじゃないでしょうということを言っているわけですよ。それをお認めになる
かどうか。

○藤井参考人
　私どもは、言ってみれば、事業を五十年という期間でもって全額お返しするという形でございますから、全体事業
の中でそれがどういうふうに進んでいるかということを国民にお示しすることが一番大事だという視点に立って現行
のやり方をしております。
　ただ、先生が御指摘のように、フローにおいて毎年度のものもあわせて明確にする必要があるじゃないかという御
指摘については、十分私どもこれから、会計上、専門家とも相談しなきゃいけませんけれども、勉強すべき問題だと
認識しております。

○前原委員
　いや、もう勉強してもらわなくていいんですよ、民営化するんですから。要らないんです。要らないし、これか
ら、天下りで総裁を選ぶんじゃない、社長を選ぶんじゃなくて、本当に民間人が企業感覚で物事をやっていかない
と、論理はわかるけれども、国民には全然わからない。
　つまりは、下請でやっていて、そして何とかうまくいっているということを見せなきゃいけないのはわかるけれど
も、先ほど申し上げたように、道路公団のフローの部分は収支率が五〇％じゃない、それは今お認めになったとおり
ですよ。つまりは、今後考えていかなきゃいけないことだということをおっしゃったということは、フローに減価償
却や除却の概念を入れると収支率五〇ということじゃないということをお認めになったことなんですよ。
　それで、別の観点からちょっと質問をしたいと思います。
　今は、公団の償還計画、現在の整備計画区間九三四二を全線建設した場合、二十年後には未償還残高が三十四兆円
のピークに達し、その後減少に転じて、五十年後の二〇五一年に返済を終える予定、こういうことですね。しかし、
先ほど石原大臣が答弁をされたように、国費投入約三千億というものがなくなりました。これがないという前提で償



還計画がどのように変更されますか、お答えください。いつが未償還残高のピークで、何年後に返済を終えるのか、
国費投入がない場合。

○藤井参考人
　まだ現時点で正確な、五十年に当たる償還計画は今検討中でございますが、十四年度は、おかげさまで低金利であ
るということもございますので、今の事業の全体の償還計画上は、今までお示しした償還計画ががらっと変わるとい
うことではございません。

○前原委員
　そんなわけないです。そんないいかげんな答弁してだまされると思ったら大きな間違いですよ。
　つまりは、国費三千百億円というのは物すごく大きな額なんですよ。それがなくなって償還計画が変わらないとい
うことになったら、何のために国費を入れていたんですか。幾ら低金利だといって、三千百億円が利払いのいわゆる
金利差で相殺されるなんということはあり得ない。むちゃくちゃな答弁ですよ、そんな話は。つまりは、国費三千億
円余りがなくなったということになれば、償還計画がごろっと変わるんです。皆さん方の前提に立ったとしてでもで
すよ。
　委員長、要望させてもらいますが、早急に、国費三千億がなくなったという前提のもとでの償還計画を、内閣委員
会の理事会に提出をしてもらいたいと要望させてもらいます。

○大畠委員長
　今の件については、理事会でお諮りします。

○前原委員
　国費がなくなれば相当変わるわけです。後でまた資金調達のところでもお話をしますけれども、道路公団の今のむ
ちゃくちゃさというものを幾つかの点で私は申し上げたいと思うわけでありますが、まずは需要予測であります。こ
れはどなたに御質問していいのかわかりませんが、まず実態から申し上げましょう。
　八一年度以降に整備された六十六区間、交通量はいわゆる需要予測の七割程度しかない、予測の七〇・六三％にと
どまっていたということが明らかになっています。つまりは、この償還計画というのは、極めて大事なものは何かと
いいますと、建設費用とそれから交通量予測、これというのは極めて重要であります。しかも、後で御質問しますけ
れども、交通量の伸び、これも極めて重要でありますけれども、八一年度以降の整備されたもので見ると、六十六区
間、七〇・六三％にとどまっていた。これは償還計画、これだけでも狂うのじゃないですか。国費がなくなることも
そうですし、この七〇・六三％にとどまってきたということで、大きくこれまた償還計画が狂うのじゃないですか。
道路公団総裁、お答えください。

○藤井参考人
　先生、もう百も御承知でございますが、償還計画のまず第一のベースは、御指摘の交通量の推計、いわゆる収入の
推計でございます。それから、それ以外にも、金利の動向であるとか、いろいろな条件がございます。そういうもの
の組み合わせの中で全体の償還計画というのができております。そういう意味では、現在の交通量、一番ベースにな
る交通量の推計は、私ども、いわゆる二〇〇七年以降、人口が減少するということは当然あるわけでございますが、
そういう中で国全体として推計をいたします。そして、それで自動車保有台数がどういうふうに変わっていくか、走
行台キロがどう変わっていくか、こういったそれぞれのものを推計いたしまして、その結果、どういうふうな交通需
要が生まれるか、これを推計するわけです。
　そのときに、もうこれから一切ふえないよという、そのふえることの考え方がおかしいじゃないかという点の一点
だけつけ加えさせていただきますと、我が国は、御承知のように、車は七千二百万台ほどございますが、乗用車は五
千二百万台でございます。ヨーロッパはほとんど九対一で乗用車でございます。我が国は今までトラックが非常に多
かった。したがって、まだまだ、乗用車の保有台数という意味では、ヨーロッパのいわゆる生活利用実態にまでは
至っておりません。そういうようなもろもろのケースを考慮に入れて将来推計をして、それでそれを収入に置きかえ
て採算計算をする、こういう仕組みになっております。

○前原委員
　そんなことは百も承知なんですよ。百も承知だけれども、では、道路公団から出してもらった一つの資料をちょっ
とお示ししましょう。
　取り上げられて嫌な道路ですけれども、東京湾アクアライン、これは平成九年の推定交通量、一日ですよ、二万五
千四百六十八台。実際の交通量、一万一千八百七十六、つまりは推定交通量の四六・六％。平成十年、一日の推定交
通量、今おっしゃったようにふえて二万八千七百二台。しかし、実際に通った交通量、九千九百九十六、三四・
八％。それで平成十一年、また推定交通量はふえて三万一千五百八十一台。実際に通った数、九千六百四十七、三〇
・五％ですよ。むちゃくちゃな需要予測でこれをつくっているということですよ。
　これを一度質問したときに道路公団からどんな答えがあったか。これは、皆さんどぎもを抜かれると思うのです
が、平成二十二年度には東京湾アクアラインの計画交通量が三万五千台にふえます、平成三十二年度には四万一千台
通りますと。こんなむちゃくちゃな、つじつま合わせ、単に、そのころは自分たちが生きてないと思ったのかもしれ
ないけれども、絶対に達成不可能な数字で、今はそうだけれども、将来これだけふえるんだから大丈夫だ、こんな話
でつじつまを合わせようとしているわけですよ。すべてが、まあ、東京湾アクアラインは極端な例ではありますけれ
ども、しかし先ほど申し上げたように、計画量の七〇・六三％しかないわけですよ、需要予測の。
　石原大臣、今後の議論というのは後半の一時間でやりたいと思っていたのですが、実際問題、需要予測がこれほど
大きく狂っている、しかもそれを問い詰めると実現不可能なような数字を出してくる、それによってトータルとして
カバーできている。こういうことを許していては、今回新たな民営化を議論する組織ができたとしても、こんな需要



予測に基づいてやっていたんじゃ全く意味がないと思うのですね。
　需要予測については、相当シビアに、日本の人口動向それから自動車保有の見込み、そして今申し上げたように交
通量が需要予測よりも極端に少ない、こういうものを配慮して、本当にどのぐらいの車が通るのか、その前提でなけ
れば私はむちゃくちゃな議論になると思うのですね。そのことについて大臣から御答弁をいただきたいと思います。

○石原国務大臣
　今、委員の御指摘されましたことは、私どものこの法律案をつくるときも同じ認識を持っておりますので、二条の
中で、採算性の確保、具体的にはというと、今委員が御指摘されました将来交通量、あるいは金利が実はばかになら
なくて、三・五にするのか一・五にするのか五にするのかによって全然償還計画というのは変わります。金利の動
向、あるいは料金や償還期限の問題、これも試算をさせたのですけれども、三十年でいくと、現在予定されておりま
す二十兆円の残存事業、九四三二でしたっけ、計画道路の方の部分には全然できなくなる。そういうものも全部この
民営化の推進委員会の方でシビアにやってもらう。そのためにやはり法律の中にわざわざ明記させていただいたので
すけれども、第六条で、「関係行政機関及び日本道路公団等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な
協力を求めることができる。」とわざわざ書き込ませていただいたわけでございます。

○前原委員
　だって、道路公団から資料を出させたら、この資料が出てきますよ、むちゃくちゃな資料が。需要予測がむちゃく
ちゃな資料が出てきますよ。お答えください。

○石原国務大臣
　今申しましたように、採算性の確保の事項について調査審議するということで、今言ったように、具体的なポイン
トとなるのは金利動向であるし需要見通しでありますから、それを、過去のデータを見れば、道路公団がこれまで
やってきた需要見通しというものが何％の率で適正であるのか適正でないのか。あるいは、専門家が調査をすれば、
これからつくるであろう道路の人口動向と物流の量をはかれば、道路公団でなくても、第三者機関が需要見通しとい
うものを自分でつくるわけです。それによって、より客観性、公正性を保たせようというのがこの法律の仕組みでご
ざいます。

○前原委員
　その中身については後半でやりますので、この需要予測というものを本当にしっかりしないと、金利の動向も大き
な変動要因ではありますけれども、全く前提が異なってくるし、私は、今までの道路公団の予測がいかにいいかげん
だったかということについては指摘をしておきたいと思います。
　それからもう一つ問題なのは、建設費なんですね。九四年度の計画時の建設予定費は十一兆五千四百八十億円、こ
れに対して九九年度時点の建設費は十六兆三千四百四十六億円。つまりは、四兆七千九百六十六億円増加しているわ
けです。これは、計画の四一・五％の増加であります。
　つまりは、二つの方向からずるしているわけです。つまりは、需要予測でずるをする、高目に見積もっている。建
設費を低目に見積もっている。二つの面でずるをして、交通量で三割ずるして、建設費で四割ずるしているわけです
よ。
　調査に当たった政府関係者の言葉が載っておりますが、この五年間で建設コスト自体はほとんど変わっていない、
四〇％の増加は意図的としか理解できない、計画にできるだけ多くの新規路線を取り込むため、わざと少ない建設費
を盛り込んだんではないか、こういうことを政府関係者が述べているということなんですね。
　これは、建設費も、とにかく道路をつくることありき。下請機関と、先ほど下請機関とは申し上げられませんでし
たけれども、我々は実質的にはその国の計画に従ってやる実施機関ですということをおっしゃいましたけれども、ま
さにこの建設費もずるをして計画が大きく狂っているわけです。この点についてもシビアに見ていかないと、全く議
論の前提が崩れる。
　この点についても大臣、しっかりと現実、計画を入れ込ませるために過小に見積もるんではなくて、実際はどれぐ
らいかかるかというところでしっかりと前提に立つということがなければいけないと思いますが、御答弁いただきた
いと思います。

○石原国務大臣
　詳細は藤井総裁にお尋ね願いたいと思うんですが、建設費の計上の仕方に私は問題があるような気がいたします。
　すなわち、幾らかかるということを発注側に出させます。そうすると、幾らという公示で工事が始まります。しか
し、そこの変動要因、景気の変動要因あるいは人件費の変動要因、資材の変動要因で、要するに、一年とか短い時間
で道路というのはできませんから、かなりの期間がかかりますので、変動要因のバイアスがかかって、トータルとい
うと、今委員御指摘されましたように、当初の見積もりより多くの工事費がかかるという例があるという話は、私は
聞かせていただいたことがございます。
　ですから、そういうものにそういう変動要因をしっかりと含んで、何年間で幾らになるんだというものも正式にも
う一回洗い直していかないと、委員御指摘のような問題が発生するということを私は否定するものではございませ
ん。
　立ったついでに、恐縮でございますが、さっき九四三二と申しましたが、九三四二の誤りでございますので、訂正
させていただきます。

○前原委員
　道路公団もど素人じゃないわけですから、しかも、この数年でできた組織じゃないわけですから、どのぐらい工事
が長引くとかかかるとか、そんなものは今までの経験でわかっているわけです。そういうものを取り込まないという
こと自体がおかしい話であって、しかも、それで四割も高くなるというのは、これは首ですよ、道路公団総裁。



　これは、何でこんなに建設費が四割も計画よりも高いんですか。低目に見積もっているんじゃないですか。

○藤井参考人
　今、アクアラインを例にとって御指摘でございますが……（前原委員「建設費はアクアラインを例にとっていない
です」と呼ぶ）失礼しました。今トータルとしておっしゃったわけですか、高速道路全体。

○前原委員
　道路公団が九四年度段階で計画した高速道の建設費用の話をしています。アクアラインではありません。

○藤井参考人
　取り違えて申しわけありません。
　九四年時点では、その時点でのいろいろな計画がありますが、九四年といいますと、正直言いまして、今から八年
前でございます。環境に対する問題等々、いろいろ新たな問題があります。それから、一番大きいのは、今、東海北
陸自動車道で、例えば大きな、十一キロのトンネルを掘っておりますが、湧水で非常に四苦八苦をしております。調
査の段階とは全然違ったものが出てまいります。といったような、できるだけ事前の調査をして精度を高める努力は
いたすわけですが、十分な調査には至りません。そういうことのものも中に入っておりますし、それから、その他、
地域住民との関係から、地域の利用計画とあわせて、高速道路を使いやすくするためのいろいろな新たな投資もあり
ます。
　というようなことで、私ども、先生御指摘のように、過小なものを出すなんという気持ちはさらさらございませ
ん。ただ、時代の要請と、せっかくつくるものでございますから、地域に喜ばれるように考えていきますとどうして
もそういう修正をせざるを得ないということから、結果として事業費がかかってくることは現実にございます。

○前原委員
　幾らでも理由はつけられる、余り意地悪な言い方はしたくないんですが、そういう気が聞いていていたしました。
　委員長、先ほどの要望でございますが、償還計画、国費を除いてとだけ申し上げましたけれども、需要予測という
ものが実際に七割しかない、しかも建設費用は四割アップだ、こういうものを含めて償還計画というものを是正した
ものをこの委員会の理事会に提出していただきたいということを改めて要望したいと思います。

○大畠委員長
　理事会でお諮りいたします。

○前原委員
　それをどのような資料を道路公団が出してくるかということを見なければ、私は新たなこの組織の議論というのは
できないと思います。しかも、東京湾アクアラインで私に示したような極めていいかげんな需要予測をするのではな
くて、本当に議論にたえ得るようなものを出してもらわないと、本当に道路公団そのものが、今も信用されていない
のかもしれませんが、とんでもないということを私は申し上げておきたいと思いますし、その総裁は、任期が近いと
言われていますけれども、本当にこれは首ものですよ、藤井さん。いや、本当に。
　だって、建設予定も四割アップ、需要予測なんというのは七割しかない。そして、償還計画を立てて、堂々とこの
ＪＨの決算ファイルには、収支率は五〇％、償還計画は順調に進んでいますと、国民にうそっぱちを言っていること
になるじゃないですか。そんなことを許していては絶対にいけないので、今委員長にお願いをしたように、ぜひ理事
会に今申し上げたようなことを前提にした資料を出していただきたい。その資料が前提でないと私は議論ができない
というふうに思っております。
　さて、先ほど道路公団総裁から御答弁のあったところで改めて伺いたいと思うわけでありますが、この決算ファイ
ルには、国費がもう入りませんので、新しい道路建設、高速道路、一般有料道路建設については借金で賄うというこ
とになっています。
　平成十三年度、借金でどういうものがあるかというと、財投機関債それから政府保証外債、大まかに言ってこの二
つがあるわけでありますが、財投機関債は予定が千五百億円、しかし、実際に調達できたのは六百五十億円。そし
て、政府保証外債千二百億円、これはゼロなんですね。しかも、平成十四年度の計画を見ると、財投機関債が四千億
円、政府保証外債が七百億円。これは本当に調達できるんですか。調達した上で計画どおりの新規道路建設が本当に
できるんですか。御答弁をください。

○藤井参考人
　昨年末では非常に見通しが暗うございましたけれども、一月になりましてこの合理化計画が出て、直後に機関投資
家に御説明会もさせていただきました。その結果、六百五十億円というのを一月二十四日に出させていただいたわけ
でございます。残り八百五十億円を年度内に出そうというつもりで、いろいろな市場の関係者といろいろと当たって
まいりました。
　その間、スプレッドといいまして、財投機関債の金利動向が、非常に高い金利で発行する機関も出てまいりまし
た。そういうことから、私ども、規模が百億とか五十億とか少ないのじゃなくて、八百五十と非常に大きいですか
ら、ちょっとした金利の差が後で大きな利息として払わざるを得ませんので、私どもとしては、一番有利な条件を市
場関係者と御相談しておりました。その中で、社債のマーケットが非常に各民間企業が集中いたしまして厳しくなり
ました。そういうことから、私ども、結果として民間借入金、これは十年債でございますが、比較的財投機関債と同
程度の、ほとんど変わらない程度の金利で確保する見通しが立ちましたので、財投機関債八百五十億を民間借入金に
切りかえて十三年度発行いたしました。
　ただ、十四年度になりましたら、マーケットにおける金利の動向が、社債マーケットの金利の動向と一般の銀行に
おける借入金の金利の動向というのがまだ不透明でございますので、今後ともそういう関係者と連絡を密にしなが



ら、私どもとしては、一番金利が安く、そして量的に確保できることを確保するべく、今から市場関係者とも打ち合
わせを始めている最中でございます。

○前原委員
　私も何人かお話を伺いましたけれども、十年の機関債では非常に心もとない、五年あるいは三年という言葉さえ出
てきているという話を聞きました。それぐらい、道路公団、もちろん、先ほどスプレッドとおっしゃった。阪神高速
道路公団なんかのスプレッドは大きくなっているというのを私も伺っておりますが、私は、この財投機関債四千億、
政府保証外債七百億円、新たに調達するというのは、市場関係者から話を伺ってもどう見ても厳しい、そういう思い
を持っています。
　そこで、大臣にお答えをいただきたいわけでありますが、民営化をどのような形にするかという議論を行う組織を
つくって、そして平成十四年の十二月三十一日までに一つの結論を得るということでありますけれども、結果的に、
この一年間の資金の調達というものは道路公団が行うということになるわけでありますが、この四千億、七百億、四
千七百億、本当に調達できると思われますか。また、その前提に立って、さっき九三四二とおっしゃいましたけれど
も、そういうものがこれからできるのかどうなのかというところの見通しを大臣にお答えいただきたいと思います。

○石原国務大臣
　四千億円の十四年度中の起債を検討されているということは承知しております。そして、それが売れるか売れない
のかというのは、金利を幾らに設定するのかといって、スプレッドを乗っけたものを出せば買う人は私はいると思い
ますが、財投プラスこれまでのような金利でいうならば買う人は少ないというのは間違いない事実だと思います。
　ただ、一方で、総裁が御答弁されましたように、大変今貸出金利が低いわけですね。起債を起こさなくても、ダイ
レクトに貸してくれる民間金融機関があれば、かなり低い金利で、今の金利動向が続けば、資金をある程度調達する
ということは可能だと考えております。

○前原委員
　この財投機関債と政府保証外債を合わせた四千七百億円というのは、私はもう正直言って無理だと思います。違う
方法での借り入れということをおっしゃっておりますけれども、それにしてもかなり頼み込んでの話だということを
私は伺っています。
　つまりは、それを前提にした場合、本当にこの道路というものがつくり続けられるかどうなのかといったところ
は、私はかなり大きな疑問に思います。ことし一年ではなくて、借金で道路をつくり続ける。しかも、まずは整備計
画だ、その次は一一五二〇だ、こういう話でありますけれども、今の形でいうと資金調達は完全に無理だと思うので
すね。しかも、民営化をしていくということになれば、逆に金利リスクというものは上がらざるを得ない。スプレッ
ドは大きくなって、その分乗せざるを得ないと私は思います。そうなったときに、私は資金調達自体ができないとは
思いますけれども、借金返済に振り回されるということになろうかと思うのです。
　つまりは、先ほど委員長に、償還計画というものについてもいろいろな要件を出してほしいということをお願いし
ましたけれども、私は、そこはなかなか見通しがないので、そのことについてはお願いはいたしませんが、金利とい
うものも、日本経済の金利の動向も含めてでありますけれども、相当金利を乗せなければ資金調達は難しい。した
がって、とてもじゃないけれども、これは小泉さんもおっしゃっていましたけれども、九千三百四十二キロなんて無
理でしょう、私はそのように思います。
　もう一度石原大臣にお尋ねいたしますが、今も私が申し上げた今後の民営化の議論、あるいは先ほどの道路公団の
経営実態、そして実績交通量と推定交通量のギャップ、建設費用の落差、そういうものが出ている中で、本当に、民
営化をされた後でも資金調達できて、九千三百四十二、その前提で、国費を入れるというのは別ですよ、借金で道路
をつくり続けられるとお思いになるかどうか、その点について御答弁をいただきたいと思います。

○石原国務大臣
　国に財政的な余裕があって、すべてを一般会計予算で高速道路等を整備していくことができれば、これは無料の高
速道路ができるということはアメリカでもドイツでも事実だと思います。
　そんな中においても、やはりこれから到来するであろうモータリゼーションの発達を前に、要するに借入金で道路
をつくって、当時はいわゆる財投でございますけれども、財投を使って道路をつくって高速道路を整備するというこ
の方法は、これまでは、これまでというのはいつまでということは明確には申しませんが、私は総じてそう間違った
政策ではなかったと思いますし、それによって多くの高速道路が整備できたんだと思います。
　しかし、これから先、これまでと同じように、さっき申しましたように、債券が売れなければ金利を上げていくし
かないわけでございます。すなわち、スプレッドを乗せていくと買う人は出るでしょうけれども、それによって調達
コストが上がることによって事業量が減ってしまうという負の面。
　また、先ほど佐藤副大臣が御答弁されましたように、これから、道路のつくり方、すなわち、今四車線、フル規
格、平らなところも盛り土をしてつくっていますけれども、これを平面に落としかえるだけで建設コストというもの
は下がります。すなわち、工事費を削減する努力をすることによって、限られた財源で道路を整備するという可能性
も私は否定できないと思います。
　そのようなもろもろのことを考え合わせて、これからの高速道路網、一体、どれだけ、どこのところにこれから必
要なのか。再三再四委員が御議論をされておりますいわゆる採算性の問題を本当にシビアにこの第三者機関に見てい
ただいて、第三者でございますので客観的に物を見るのが仕事でございますので、委員が道路公団に対して抱いたよ
うな疑念というものを払拭していくような需要見通し、そして金利動向見通しによってこれからの高速道路建設とい
うものが邁進していくように私は期待するものであります。

○前原委員
　その議論は後でやりましょう。つまりは、公平な第三者になるかという議論は後でしたいと思います。



　道路公団総裁にもう一度御答弁いただきたいのですが、平成十四年度財投機関債、計画四千億、政府保証外債七百
億、違う資金調達も含めて、あるいはその可能性ももちろん責任あるお立場として模索はされるんでしょうが、四千
七百億確保して道路整備計画というものをやっていくというふうにお考えですか。

○藤井参考人
　私どもは、今回の予算としてそれが認められた以上、それをきちっとそれぞれのマーケットで確保するように最大
限の努力をするということが、今現在私が申し上げる姿勢でございます。
　ただし、資金にはいろいろな組み合わせがございますから、単に硬直化した考え方じゃなくて、マーケットの動向
を見ながら、いろいろな組み合わせというものは今後とも考えていかざるを得ないかもしれません。

○前原委員
　厳密に言えば、予算書には財投機関債四千億円、政府保証外債七百億円と出して、それが認められたわけですか
ら、今から組み合わせというまぜたあるいはごまかした議論をするんではなくて、それで調達をするというのがまず
筋じゃないですか。
　私は、申し上げたいのは、さっき国費の話で、国費がなくても償還計画は変わらないんだというとんでもない答弁
をされましたけれども、道路公団総裁の言葉の重みというものをもう少し委員会でかみしめてもらいたいと思うんで
すね。そういう意味で、自分自身は社長なんですよ、道路公団の。社長の大きな役割の一つは資金調達なんです。そ
れができなければ、六月にかわるかかわらないかわかりませんけれども、自分の職を賭してでも政府の予算計画書で
認められたこの資金調達をやるんだということをここで御宣言をいただきたいと思います。

○藤井参考人
　今先生が御指摘のように、当然、予算としてお認めいただいた内容で私どもやってまいりますが、利息の高い債券
というのはなるべく後半で出したいと思っております、少しでもそれだけ金利の差が得しますから。
　したがって、年度の上半期は、その中でも私ども、資金としては、政府借入金、民間借入金、財投機関債、政府保
証外債、およそこの四項目の組み合わせで資金を確保するように予算で認められましたが、結果として利息負担が最
小限になるには、こういう中から、私どもの努力のもう一つの努力としては、金利の安いものは早く、年度の初めに
はいただいて、金利の高いものは後半で確保していくということで、年度を通じてトータルとしての利息が可能な限
り安くなるように考えながら、また、それぞれのお認めいただいた枠を確保するべく最大限の努力をするというのが
私どもの務めだと思っております。（前原委員「責任を持ってやるかどうかということを聞いているわけです」と呼
ぶ）今最大限にやることが私の務めであるというふうに思っております。

○前原委員
　やはり、こういうものは自分自身逃げ場をつくっちゃいけないと思うんですよ、総裁。平成十三年度でも予算計画
書にもうそぐわない形になったわけですよ。それだけでも、あなたはみずから辞表を提出して、予算計画書で認めら
れたことをできませんでしたということを言うべきなんです。
　それなのに、まだ、平成十四年度できるのかどうかということで、最大限を尽くすということでみずから逃げ場を
つくっている。私は、トップの姿勢としては甚だ疑わしいし、何度も申し上げるけれども、余りにもあなたの答弁は
今までいいかげん過ぎる。国費投入の問題もしかり、需要予測の問題もしかり、問題先送りの典型のような答弁ばか
り繰り返されている。若築の問題もあったけれども、私は、即刻あなたは辞任をされるべきだと思うし、これから道
路公団民営化の議論をされていく中で、トップは絶対に天下りの人がなっちゃいかぬ、私はそう思います。
　民間会社のお話は後ですると申し上げましたが、理念の問題として、石原大臣、トップは、もちろん第三者機関で
議論されることだと思いますが、私は、絶対に天下りではいけない、企業経営感覚のある民間の人、一般の方、そう
いう方になってもらうべきだと思いますが、その辺について御意見ください。

○石原国務大臣
　個別の民営化される事業体についてどの方が適切かという発言は慎ませていただきたいですが、私は、民間の方々
が民間企業の新たなトップになられるのがベストだと考えております。

○前原委員
　本四架橋公団の総裁にも来ていただいています。一つ簡単に質問したいと思います。
　今五兆円近い要償還額がございますけれども、私どもの試算によりますと、これをチャラにしても、民営化して、
そして減価償却、除却というものを計上していけば、それでも、つまりは借金を棒引きにしても本四架橋は今の交通
量それからいわゆる通行料金体系では賄えないということを我々として試算を出しています。減価償却、除却という
ものを概念として入れた場合、企業会計ですね、道路公団もこれからそれを入れて考えるとおっしゃいましたけれど
も、それを入れた場合、それでももうからないというのが我々の今の見方でありますが、総裁、どのように見ておら
れますか、御自身のその三本の線。

○藤川参考人
　減価償却については、橋の資産がどういう形で評価されるかというのでかなり額が変わってくるわけでございます
けれども、私どもが現在試算しております資産の額を前提にして考えますと、収入が平成十二年度で八百六十九億あ
るんですけれども、いわゆる管理費が二百四十八億ですから、これに減価償却、今の試算でやると五百四十億ぐらい
だと思うんですけれども、とんとんというような感じじゃないかと思います。
　ですから、当然、収入の増というのをこれから努力していかなきゃいけませんし、それから管理費等の節減等も
やっていかなきゃいけません。そういうものをやっていけば、債務をチャラにすればぎりぎり何とかいけるんではな
いかなというようなところではないかと考えております。



○前原委員
　かなり正直なお答えだと思うんですね。我々の試算でも、もちろん、民営化された場合にはいろいろなコスト削減
努力がされるんだと思います。それでもとんとん。減価償却、除却というものを入れていけばとんとん。私のいろい
ろ聞いた中では、それでも借金が累積をしていくということでありまして、それほど本四架橋の経営状況は私は厳し
いというふうに思っています。これを後の議論の前提にさせていただきたいというふうに思います。
　さて、いよいよ、では民営化された場合の議論に移らせていただきたいと思うわけでございますけれども、まず、
この民営化の議論がなぜ出てきたのかというそもそもの議論をしたいと思うんですね。
　私は、先ほど石原大臣がお答えになったように、時代の要請もあって、償還主義というものあるいはプール制とい
うものがうまくいった時代もなかったとは言いません。しかし、これからはそれは違うんだろうと思います。もっと
極端な意見を言うと、国民の理解が得られれば、一〇〇％国費で高速道路をつくるという選択肢があってもいいわけ
です。
　では、そういう道筋を選ばずに、この道路四公団を民営化するということになって、そしてその前提であり方を議
論する組織をつくるという法律がここに出されている。なぜ民営化するのか。民営化する理由、あるいは民営化する
際の哲学、それが明確でなければこの議論はできないと思いますが、その理由また哲学について御答弁をいただきた
いと思います。

○石原国務大臣
　これは総理がかねがね申されていることでございますけれども、先ほど私パブリックカンパニーと申しましたけれ
ども、もちろん、時代の要請があってこの特殊法人というものができたことは確かだと思います。しかし、時代の変
遷とともに、民間企業として成り立つことが可能なものは民間にゆだねるという一つの哲学に基づいて、昨年十二月
に取りまとめた整理合理化計画というものを閣議決定したわけであります。
　では、なぜ民営化なのか。一言で言えば、先ほど来決算書あるいは貸借対照表の議論の中にありますように、コス
ト意識という感覚は官の側にはありません。前例踏襲主義という言葉にも見られるように、採算性を重視した経営が
行われてきたかというと、私は、委員が再三再四御指摘されたように、採算性というものは実は度外視されていた。
また、それが度外視されて道路をつくるのが仕事であったということも否めない事実だと思います。
　こういうものを変更していかない限り、借金ばかり残って、先ほど来議論のある償還計画自体に疑義が生じてく
る。償還計画に疑義が生じた場合、その負担をだれがするのかというと、パブリックカンパニーでありますから、
国、すなわち国民に負担がかかってくる。そのような事態を回避していかなければならないというのが第一点。
　そして第二点は、やはり、国鉄の民営化に見られますように、民営化することによって利用者の利便が向上する、
すなわち、ユーザーである国民の皆さん方に利益が還元される、これを二つ目の大きな理由に定めたところでござい
ます。
　私が申したいのは、民営化というものは目的ではない、一つの手段だ、この手段によってより利便性、採算性が向
上する、そういう組織体にこれからの時代、変更していくというのが今回の哲学であると認識をしております。

○前原委員
　その議論は少し後でしたいと思います。少し、私がどうしても聞きたいことについて、二点ばかし伺いたいと思い
ます。
　きょうの新聞に、この七名の第三者機関の人選というのは、総理は道路族に、人選は事前調整する、こういう約束
をされているということでありますが、こういうことになれば、何のための客観性を持たせた第三者機関なのかとい
うことが、全く空文化、形骸化するわけです。
　しかも、本来、総理が国会の同意人事にしないとおっしゃったのは、道路族の介入を排して、本当に、今おっ
しゃったような理念というものを実現するためにしっかりと議論をしてくれる人を選ぼうというのが総理の考え方で
あったはずであります。それならばということで、国会同意人事でなくてもいいという考え方を持った識者の方も多
くおられた。
　しかし、この新聞によると、道路族と妥協し、人選は事前調整だと。これは国民をばかにした話だし、こんなこと
があるんであれば、小泉改革は全くのにせものだというふうに思わざるを得ません。
　このことについて石原大臣はお聞きになっていますか、人選について。

○石原国務大臣
　紙面は私もきょう読みましたけれども、このような事実は承知しておりませんし、総理大臣は、この法律案をつく
るときに、すぐれた識見を有し、改革意欲に富んだ方を任命すると昨日も本会議場で明言されておりますので、この
法律にのっとって、第四条の内閣総理大臣が任命するという形で、この法律案が可決いただいた暁には、すぐれた識
見を持った方々が、今前原委員が疑念を持たれたようなことのないような形で人事がなされるものと確信をしており
ます。

○前原委員
　これからこの委員会でも少し議論になろうかと思いますが、総理大臣が出てこられるケースがあるかどうかわかり
ませんが、総理大臣に石原大臣の方からこの報道についての真偽を聞いていただいて、そして、ぜひこの委員会、我
が党の同僚議員の質問のときにお答えをいただきたいと思います。お約束をいただけますか。

○石原国務大臣
　善処させていただきたいと思います。

○前原委員



　その前提でありますけれども、国会同意がない理由、なぜ国会同意人事じゃないのかということについて、仮に総
理のお考えが性善説に立ったといういい解釈をしたとしても、やはりこの問題というのは避けて通れないと思いま
す。
　なぜ国会同意人事でないのか。きのうの本会議でもいろいろ議論されましたが、もう一度、この点についてお答え
をいただきたいと思います。

○石原国務大臣
　先ほど、御同僚の二人の委員の方にもお答えいたしましたので、重複することはお許しいただきたいと思うんです
が、当委員会は八条委員会でございます。そして、委員の任命について両議院の同意を得ることとされているその他
の八条委員会を拾ってみますと、政治基盤に関するもの、あるいは国民の権利義務に影響を及ぼすもの、あるいは原
子力、専門的な、技術的な知識に基づく検査、調査と、非常に実は限定的でございます。
　そして、申しましたように、もう整理合理化計画で今回は廃止、民営化というような方向性を示してはいます。そ
のプロセスを御議論いただく、そして客観的な採算性の基準というものをおつくりいただくということでございます
ので、今回は国会同意人事ではなくてよろしいんじゃないかというふうに今回の法律案をつくる過程で取りまとめさ
せていただいたと御理解をいただきたいと思います。

○前原委員
　御説明では私は理解できないわけでありますが、水かけ論になると思いますので、違う観点から質問したいと思い
ます。
　事務局を置くことができるとされていますが、この事務局はだれを置くんですか。どういう人を事務局として置く
んですか。

○坂野政府参考人
　内閣府に事務局を置くことといたしておりますので、内閣府の職員にふさわしい職員を人選して事務局の職員とす
るという形で、現在申し上げられるのはそこまでだと思っております。

○前原委員
　私が聞きたいのは、国土交通省の役人、そういう人が内閣府に出向して事務局を構成することがあるかどうかとい
うことを一番聞きたいわけです。その点、いかがですか。

○坂野政府参考人
　事務局職員の人選については、この法律案が成立した上で内閣府において行われるということでございますので、
具体的なことを今私から申し上げるわけにはいかないということでございます。

○前原委員
　大臣、私、この第三者機関、七名の人選も非常に重要ですが、事務局の選定というものはもっと重要だと実は思っ
ています。事務局の選び方でこの方向性が決まると言っても過言ではない。つまりは、道路局が全員事務局を構成す
る、そんなことはあり得ないと思いますけれども、そんなことになれば、全く、この委員会というものは初めから方
向性が決まって、七人も言いたいことは言えないということになってしまうと私は思います。
　諸井委員会の文章の変更があったこと、これはまた同僚の五十嵐議員が多分再度質問されると思いますので言いま
せんけれども、この事務局に道路関係の、少なくとも国土交通省から出向させて入れるなんということは絶対にして
はいかぬ、あるいは道路公団初め四公団から出向させて入れるということが決してあってはいけないというふうに私
は思いますが、大臣、御見解をお聞かせください。

○石原国務大臣
　まだ委員会が設立するためのこの法律案が通っておりませんので、予断を持ってお話しすることはできませんが、
国鉄再建監理委員会も、すべて国鉄の方あるいは運輸省の方が事務局を務めたことではございませんでした。こうい
うものを十分参考にして、ただいま委員の御懸念に当たらないような形で人選がなされるものと今は申すところにと
どめさせていただきたいと思います。

○前原委員
　方向性を聞いているんです。つまりは、委員会が、小泉さんの言葉どおり七名の委員も客観的に選ばれて、本当に
あるべき民営化、さっきおっしゃったように、採算性を含めて、今後の、三つ四つを統合するかどうかはまた議論の
過程に入ってくるんでありましょうが、そういう人選もされることは当然でありますけれども、それ以上に、事務局
がどういう人がなるかというのは極めて重要で、そこが支配をされると絶対にまともな議論にはならない。
　そこを私は大臣に、もう一度、恐縮でありますけれども、御自身の思いとしてで結構でございますし、客観性を国
民に見られるという観点からも私はそうあるべきだと思いますが、大臣のお考え、もう一度お聞かせください。

○石原国務大臣
　御理解いただきたいのは、本来であるならば、建設会議というものが国交省にありまして、そこで議論をするとい
うことが本来のことだと思いますが、総理が廃止、民営化ということを強いリーダーシップを持って、そしてまた、
委員が御懸念を再三再四償還のところでお示しになられたと同じような認識を持って内閣府に事務局を置くというこ
と。そしてまた、国鉄再建監理委員会のときは、私、実は記者で取材をしておりました。そのときのヘッドの事務局
長は運輸省からおいでになっておりましたけれども、今回どなたが事務局長になられるかわかりませんが、少なくと
も現在、準備室の室長は旧総務庁の坂野さんにお願いしているということで御理解をいただきたいと思います。



○前原委員
　この点も私は非常に重要な部分だと思いますし、厳しくその点については国民の目がある、本気かどうかが問われ
ているということについては指摘をしておきたいと思います。
　次に、民営化のあり方について、もちろん第三者機関で議論をされるということになるのでありましょうが、一つ
の重要なポイントについて、大臣の御意見、それから藤井総裁の御意見をお伺いしたいと思います。
　いわゆる上下一体か上下分離かという議論がなされております。ここは極めて重要な話だと私は思うんですね。私
は、上下一体でない限りはこの民営化計画は必ずとんざをするというふうに思っています。
　幾つかの例を申し上げたいので、ぜひ聞いておいていただきたいわけでありますが、国鉄の民営化のときの記事も
含めて資料として入手をいたしました。国鉄の民営化のときの議論も、当時の小坂運輸大臣は、下を日本鉄道保有公
団、そして上を日本鉄道運営会社ということで上下分離をして下を公団として残そう、こういう考え方をなさいまし
た。しかし、当時の臨調が地域分割案というものを出して、六地域プラス貨物ということで七つの会社に分ける、こ
ういう話になりました。
　また、戦後のいわゆる日本発送電社という、つまりは、戦時の電力国家管理法、国家総動員法による会社から電力
の民営化というものが議論をされておりましたけれども、これも大きく二つの議論があったと聞いております。一つ
は上下分離方式で、下を日本発送電社を温存して、上を分割した配電会社にするということでありましたけれども、
電力の鬼と言われた松永安左エ門さんが九分割案というものを出して、地域に分割した会社にするという形になった
というふうに聞いております。
　そこで、この上下分離と上下一体のそれぞれメリット、デメリットがあると思うんですね。それと、大臣と道路公
団総裁の、どちらが望ましいのかという意見をそれぞれお伺いしたいと思います。上下分離それから上下一体のメ
リット、デメリットについては石原大臣、そして、御自身としてどういう形態がいいと思っておられるかはお二人に
お伺いをします。

○石原国務大臣
　これは本当に両方ともメリット、デメリットがあります。私はずっと税を専門にやってきましたので、税の観点か
らいうと、一体論は固定資産税等々の租税負担がかなりの大きなボリュームになってくると思います。その一方で、
上下分離であるならばそういうものはない。しかしその一方で、では、経営という観点から見たら、上下一体の方が
民間主体、すなわち、先ほど私も民間の社長がベストであるという話をいたしましたけれども、民間主体がリスクを
とって、責任を持って経営する、ここはすばらしいことになると思います。そういうものをどう判断するかというこ
とに結論が出てくると思います。
　もう一点、先ほど委員の議論の中で資金調達の話がございました。これは、これまでの道路公団がつくってきた道
路の償還計画の話が先ほど議論に出たように、有償でお金を借りておりますので、かなりのボリュームがあります。
これを民間会社、一体で返す、分割、どうなるかわかりませんけれども、返すということを考えると、新たな資金調
達は上下一体型の方が難しくなる、こういうふうにいろいろ整理ができると思います。
　私は、海外の例をいろいろ見てまいりまして、日本の道路事情に合っているのはやはりコンセッション契約あるい
はリース方式の方がいいと思いますけれども、いずれにいたしましても、第三者機関で予断なく御議論をいただきた
い、こんなふうに考えております。

○藤井参考人
　基本的には今石原大臣がおっしゃるとおりだと思いますが、私どもが今まで道路公団として高速道路をつくらせて
いただいたということは、高速道路が国の所有物であるということでつくってきた、こういうふうに思います。そう
いう意味では、高速道路の性格は、今後とも財産としては国のものだという前提に立ちますと、公租公課とかいろい
ろな問題がありますが、それなりのいろいろな考え方が出てくると思います。
　そういう意味で、せっかく新しい方式を今後つくる、生み出すということでは、経営判断が広くて効率性や創意工
夫が最大限に発揮できる形態が一番望ましいということを申したいと思います。（前原委員「その形態というのはど
ういう形態ですか」と呼ぶ）あえてここで上下分離とか一体とかいうことを言いませんけれども、収入から支出まで
至るトータルとして、経営判断の範囲が広くて効率的であり、最大限のいろいろな工夫ができるような形態が望まし
い、こういうふうに申し上げたいと思います。

○前原委員
　要は、一体ということですね、望ましいのは。そこでうなずいてもらって結構ですよ。今の言葉でいったら、一体
しかないじゃないですか。分離じゃないでしょう。そこまで言っておいてちゅうちょしないでください。さっきはけ
なしましたけれども、もうけなしませんから。一体ですね。しっかり答えてください。

○藤井参考人
　これから第三者機関が始まりますので、私は国の機関の一担当でございますので、あえて先生に、そういう御質問
を受けて申すべき立場ではありますけれども、御容赦いただきまして、そういうつらい立場だということでよろしく
お願いします。

○前原委員
　いや、答えてもらっていいんですよ。だから、総裁が悪いんじゃなくて、聞いた私が悪いということにすればいい
わけです、これから議論するのに。
　しかし、今の文章をとらえて考えれば、一体としかとらえられないでしょう。答えたら楽になりますから。しつこ
く聞きますよ。どっちですか。



○藤井参考人
　国土省でいろいろと研究されたいわゆる諸井委員会という委員会の結論が一つの提案として出されております。そ
ういうものは極めて傾聴に値する、私どもはそういうふうに思っております。

○前原委員
　道路局が削除する前の諸井委員会の答申と考えてよろしいんですね。イエス、ノー、どちらですか。

○藤井参考人
　今申し上げたとおりで、ひとつ今までの答弁で御理解いただきたいと思います。

○前原委員
　質問時間がなくなるので、では、もうやめておきましょう。
　要は、一体ということですね。知っているんですよ。総裁が一体論者だというのを私は知っているんです。ちゃん
と私の調査網ではそういうふうに色分けはしておりますので、御答弁いただいたとおりのお考えを持っておられると
いうのはわかっております。
　石原大臣がおっしゃったことで、私は幾つか反論したいと思います。
　税の話をされましたが、一体でもいろいろな民営化の仕方があると思うんですね。私、先ほど本四架橋公団総裁に
申し上げましたけれども、試算をしていただきました。道路公団だけを民営化する際の試算、それから四公団すべて
をまとめて民営化する際の試算、これをやらせてもらいました。それには、減価償却、除却も入れる、そして資本
金、配当金というものも考える。その際に、どうしてもやはり二つの特例がなければいけないという結論に落ちつき
ました。
　一つは固定資産税の減免なんですね。これは、固定資産税、そのままかけちゃ、とてもじゃないけれども民営化で
きません、上下一体の場合。それが一つ。
　あとは金利の安定化の問題です。つまりは、金利負担を、いわば金利リスクをヘッジしてやる。つまりは、ある一
定以上の金利になった場合においては、その分は国が負担をするという前提に立ってやらなければ、とてもじゃない
けれども民営化を一体ですることはできないと思います。
　したがって、税の問題があるから上下分離だということにはならない。もちろん、その一つの例だけで揚げ足をと
るつもりはありませんが、税についてはいろいろ知恵が絞れるんじゃないですか。特に、初めはＪＲのように一〇
〇％国が株を持たないと、初めから上場するのは無理ですよ。となれば、国の優遇措置というものは経過措置をとる
ことができる。その場合に、私は税というものを考えられると思います。そういう部分を含めて、上下分離でなけれ
ばいけないというのはなぜですか。

○石原国務大臣
　私、微妙な言い方を実はさせていただいたのは、これから第三者機関をつくっていただくという法律の審議案で、
できた委員会に対して、担当大臣がどう考えているというようなことを、バイアスがかかるのは好ましくないという
ことで、個人的に海外を見てきた事例から参照して、リース契約あるいはコンセッション契約というものが民営化の
一つの手法で、私は、その手法は非常に参考になるし、よいものであるというような趣旨で御答弁をさせていただい
たと御理解をいただきたいと思います。

○前原委員
　海外の例とおっしゃいましたけれども、日本でも上下分離をして失敗した例があるのを大臣は御存じですか。これ
は新幹線保有機構なんですよ。新幹線保有機構というのは、これは、新幹線保有機構という別組織に東海、山陽、東
北、上越の四新幹線を保有させて、そしてＪＲ東海、西日本、東日本というのは保有機構から設備のリースを受ける
形で使用するという形をやったんです。この結論についてはもう御存じですよね。失敗した。したがって、新幹線保
有機構は四年半後に解体をされたんです。そして、ＪＲ東海、西、東が買い取る形にして再スタートをした。日本で
もこういう失敗例があります。
　イギリスの例は御存じですか。私、この間、四日間、ある国際会議に行かせていただきまして、日本というものも
まんざら悪い国じゃないなということを改めて感じてきたわけであります。例えば、ナショナル・ヘルス・サービ
ス、これはただなんですね、向こうは。ただ、ただでも受けたくない。質が悪い、待ち時間が長い。だから、金を
払ってでも、質のいい、そしてしっかり受けられるところに流れていって、ナショナル・ヘルス・サービスが実態的
に破綻をしている。
　それから、警察、検挙率一〇％。おもしろい話を聞いたのは、泥棒が入った、泥棒が入って警察にその捜査を頼ん
だ、盗まれたものがあるのかと聞かれて、ないと答えたら、ではよかったじゃないかということで捜査してもらえな
かった。検挙率一〇％。非常にひどい状況。
　ほかにもいろいろ国内問題はありましたけれども、驚いたのは鉄道なんですよ。時間どおりにまず来ない。向こう
の人から話を聞いたのは、時間どおりにまず列車が来るためしがない。始発から終電まで、時間どおりに到着する比
率というのを折れ線グラフで見せてもらったんですけれども、非常に悲惨な状況。つまりは、ラッシュアワーじゃな
いときでも七、八割なんです。ラッシュアワーだったらもう一〇％、そんなぐらい。ひどい状況なんですね。
　それで、イギリスの状況というのは多分御存じだと思いますけれども、イギリスというのは、旧英国鉄道、これを
民営化していわゆる上下分離方式をやったわけです。そして、下の部門、つまりは線路など鉄道施設を管理するレー
ルトラックというものと、実際に列車を運行させる会社二十五社とに分割をしたわけです。それで、非常に大きな事
故が起きました。
　上下分離方式でも二つの種類があるわけです。つまりは、下を全くの国が持つ形にするか、あるいは下の方もかな
り民間に任せるような形にするか、両方あると思うんですけれども、イギリスの場合は後者でした。後者にしたと
言った方が適切であります。後者にして、そして採算性を追求するために補修、点検に力を入れずに大事故を起こし



た、そして下の保有会社、いわゆるレールトラックが破綻をした、こういう話なんですね。つまり、上下分離方式で
失敗をしたイギリスの例というのがあります。
　幾つも例を挙げていると切りがありませんが、ドイツも、どうするかという議論をしていたときに、日本のＪＲの
例を見て、上下分離でなくて上下一体でやろう、地域分割方式でやろうということでドイツはスタートをしていると
いう話を聞きました。
　私は、こういういろいろな例をひもといて考えた場合も、民営化は、私はもし大臣の立場だったら、そういう組織
の七人に怒られるかもしれないけれども、自分は絶対に上下一体が適切であると思うということを断言すると思いま
す。
　これは、なぜそういうふうに言うかと申し上げると、分離方式は問題が幾つかあるわけです。必要な投資がされな
い。その一方で、いわゆる我田引鉄じゃありませんし、我田引道じゃありませんが、むだな投資がなされる上に、上
の会社にもうける気が起きない、したがって負債の返済も進まない。すべての道路を公的機関から借りなければ経営
できないので、会社に自主性がない。要はやる気が起こらないわけですよ。
　道路公団総裁は、自分自身が今道路公団におられるからそのお気持ちがよくわかっておられるわけです。だから、
ああいう言い回しながら、一体の方がいいということをおっしゃっているわけです。つまりは、この上下分離方式と
いうのはいろいろ問題があるというふうに私は思います。
　お立場では言えないということでありましょうけれども、今私が申し上げた新幹線保有機構の失敗、そしてイギリ
スの失敗、ドイツの選択、こういうものも例に挙げながら、参考事例にしながらしっかりと議論をするということを
ぜひお約束いただきたいと思います。御答弁ください。

○石原国務大臣
　これからどのような場があるかは存じませんけれども、今言ったような事例は私も参考になる一つの事例であると
思っておりますが、一言つけ加えさせていただきますと、イギリスのヒースローと市内を結ぶ鉄道もナショナルレー
ルウエーで、その後分割されてうまくいっていなかったそうでございますが、そこを借り受けた会社が運営し出した
らもうかるようになったと。
　ですから、上下分離のリース契約というものも、成功しているものもあるし失敗しているものもある、そういうふ
うに考えておりますので、予断なく、委員の意見を参考とさせていただきながら、いろいろな場で議論をしていきた
いと考えております。

○前原委員
　とにかくここは非常に大きなポイントで、私は、ここのポイントが小泉内閣のいわゆる本気さのバロメーター、リ
トマス試験紙と言っても過言ではない。ここで上下分離方式をとって、そして下を今までどおりつくり続けられるよ
うな方式をとるのであれば、全くのにせものだということがわかると私は思います。しっかりとその辺は見させても
らいたいし、国土交通省、あるいはさっき佐藤副大臣の答弁を聞いていれば、まさしくそれをやりたくて仕方がな
い、こういう御答弁でありましたけれども、そうすれば、国の債務の話、先ほど、ＪＨの報告では償還は順調に進ん
でいるということでありましたけれども、除却、減価償却、先ほど申し上げた需要予測、そして建設費等々、あるい
は将来の金利リスク、こういうものを考えた場合には、もし上下分離で下をつくり続けるようなことがあれば、私
は、この国は破綻をしてしまう、道路によって国が滅ぶということをはっきりと申し上げさせていただきたいと思い
ます。
　その流れの中で、もう一点、大臣にお答えをしていただきたいと思うわけであります。
　今回の小泉内閣の目玉の一つが、いわゆる道路特定財源の一般財源化ということでありました。かけ声はよかっ
た、総論はよかったけれども、各論になるとかなり骨抜きになってきている。今でも一部しか一般財源化をされてい
ません。
　日本が道路をつくり続けるという悪弊から逃れるためには、私は、この上下分離の問題と同時に、その前提となる
部分というものを変えなくてはいけないと思います。
　その一つは、一万一千五百二十、九千三百四十二キロ、法律で決めたこと、このこと、それから道路五カ年計画、
五年間で七十八兆円、これを使うという目安、そして残された多くの道路特定財源、これの一般財源化、こういうも
のをしっかりと今後取り組んでいかない中では本当の改革とは言えないし、行革担当大臣としてサンドバッグになれ
と言われた総理の気持ちはそういうところにあったと私は思うのでありますが、今申し上げたところについての大臣
の今後の取り組みの姿勢、意欲について御答弁をいただきたいと思います。

○石原国務大臣
　先ほども御答弁させていただきましたが、私は、この十二年間の政治キャリアの中で税制に力点を置いて取り組ん
でまいりました。その中で現在言えますことは、目的税というものは財政を非常に硬直化させるという一点でござい
ます。
　今委員御指摘の目的税、特に道路特定財源につきましては、経済財政諮問会議そして税制調査会で今年度濶達な御
議論がされ、十五年度予算に反映されるものと理解をしているところでございます。

○前原委員
　特定財源についてはそういう御見解、つまりはもっと一般財源化した方がいい、そういうことですね。

○石原国務大臣
　道路特定財源については、先ほど申しましたように、経済財政諮問会議あるいは税制調査会で今年度積極的な御議
論がなされ、十五年度にその答申が反映されるというふうに理解をしておりますし、私は、道路特定財源に限らず、
さまざまな目的税、その他にもございますけれども、目的税の比率が税収の中でウエートを占めてくると、財政の硬
直化、すなわち、一つのものだけはうまくいくけれども、あとのものがだめになるといったような弊害があるという



ことを申し述べさせていただいたところでございます。

○前原委員
　私は幾つか質問したわけです。一つは、国幹審で決めた一一五二〇、そして九三四二、これについてどう考えるの
かということ、これをお答えいただきたいのと、もう一つは、道路の五カ年計画、五年間で七十八兆円、これはもち
ろん特定財源に極めて密接に結びついている話でありますが、これはあった方がいいのか、見直した方がいいのか、
簡単にお答えください。

○石原国務大臣
　まず、冒頭の九三四二の方からお話をさせていただこうと思いますが、九三四二という計画は生きております。し
かし、道路四公団の廃止、民営化を行うことによりましてこの九三四二が変化をする可能性は、私は今否定するもの
ではございません。
　後段の道路五計についてでございますが、国土をどういうふうに整備していこうかという観点で五カ年計画という
ものは必要だと思います。しかし、五カ年計画の計画当初と、経済状況の変化によって大きな変化が起こる。ちょう
ど五カ年計画は十四年度で切れて、新五カ年計画がセットされるわけでございますので、そのとき、これからの国土
整備はどうあるべきかということを議論していくのが私はベストだと思っております。
　そしてもう一言、先ほどちょっと言い足りなかったのでお話をさせていただきますと、私は実は、市道とか県道と
か国道とか都道とかと道路が、実施主体が、管理主体というのですか、分かれているのはいかがなものかという意見
を持っている者の一人でございますので、先ほどのようなリースあるいはコンセッション契約がいいのではないかと
いうところになっていると御理解をいただきたいと思います。

○前原委員
　さっき大臣が御答弁されたことは矛盾があるんです。つまりは、今後第三者機関で議論をされることで、担当大臣
である自分が主観的な意見を申し上げて、そしてその議論に影響を及ぼすのはいかがなものかとおっしゃいましたけ
れども、リース方式、コンセッション方式ということになれば、自分自身の意見を言われているわけじゃないです
か。そのことは、今、聞いてもいないことをまたすぐおっしゃったわけでしょう。ということは、自分自身の意見を
色濃くおっしゃっているということじゃないですか。さっきおっしゃったことと違うじゃないですか。

○石原国務大臣
　政治家のやりとりでございますので、そこのところをお含み取りいただきたいと思います。（前原委員「意味わか
りません」と呼ぶ）
　実は、正確に申しまして、もう一度繰り返すのは大変恐縮なんでございますが、当委員会は、民営化推進の検討委
員会を設立するための委員会で御審議をいただいているところでございます。この委員会が完成したわけではござい
ません。この委員会にどういう方が人選されるかということも決まっておりません。そんな中で、担当大臣として、
上下分離方式がいいのか、あるいは上下一体方式がいいのかという意見は申し述べる立場には今の段階ではないとい
うふうな趣旨で先ほど御発言をさせていただきましたけれども、私が海外を見てきた事例、また、今付言させていた
だきましたように、道路がかねがね、国道、県道、都道、市道と分かれていることに対する基本的な疑問、こういう
ものを兼ね合わせて、コンセッション契約あるいはリース契約という、見てきたものは大変すばらしいものではない
かというふうな意見を申し述べたので、何ら矛盾はしていないと御理解をいただきたいと思います。

○前原委員
　矛盾していると思いますよ。もしその組織をつくって客観的議論をされるんなら、私ども委員が質問しても、そう
いうことも含めて答弁されない方がいい、それだったら。あるいは、今まで長い間議論してきたことについて、民営
化のあり方について、何も、第三者機関ですることだからということで答弁差し控えますと言ったらいいんじゃない
ですか。だから、矛盾していると言っているんです。取り消してください。

○石原国務大臣
　前原委員の貴重なアドバイスに敬意を表する次第でございます。（前原委員「ふざけている。どういう意味です
か」と呼ぶ）

○大畠委員長
　前原君、もう一回質問してください。

○前原委員
　どういう意味ですか、それ。茶化さないでください。

○石原国務大臣
　前原委員のただいまの御発言はアドバイスとして聞かせていただいたというふうに御理解をいただきたいと思いま
す。

○前原委員
　残念な議論はしたくないんです。本当に政治家としてお互い、この国のあり方、またこの問題についてどういうあ
り方がいいのかということを真剣に議論しているわけですから、茶化さないでしっかり答えてもらいたいと思いま
す。茶化しているでしょう、答弁が。そのことについて私は言っているんだ。アドバイスを聞くというんだったら、
初めからそう言えばいい。真剣にやらなきゃだめだよ、あなた。だから、魂を売ったと言われるんだ、道路族に。



　次の質問に行きます。
　私がこの民営化の議論で一つ大きく解せないのは、民営化の議論をするのであれば、予断を与えずに組織にそのあ
り方の議論をゆだねたらいいのに、この議論の一つの中身で極めて矛盾をしている文言が入っています。
　それはなぜかというと、現行料金を前提とする償還期間は五十年を上限に短縮を目指すと。現行料金を前提とする
償還期間、つまりは償還主義を温存させるのかということと、五十年というのは、なぜあらかじめ数字として与えな
くてはいけないのか。このことについては極めて浮いた言葉になっています。
　つまりは、償還主義でいくのかどうかということも、本来、民営化されるその組織、あるべき組織で議論すべき
じゃないですか。それと同時に、五十年というものについても、民間会社ができれば、どれだけで借金を返そうかど
うかというのはそこに任せるべきじゃないですか。それなのに、償還主義と五十年上限と入っているのはおかしい
し、これだったら、先ほどの話じゃないけれども、予断を持ってこの組織に議論をさせるという前提に立っているん
じゃないですか。

○石原国務大臣
　冒頭、前原委員に申したいんですが、私は、委員会を茶化すようなことは一度もございませんし、ぜひ発言を訂正
していただきたいんですけれども、私がいつ道路族に魂を売ったというようなことを、この委員会で個人を侮辱する
ようなことを言われるのか、私は理解に苦しむ。信頼関係を持って議論をしている者に対してそのようなことを言わ
れるのならば、私はこれからは何もお答えすることができませんと答弁する、それで意見ができるのかできないの
か、御議論をいただきたいと思います。

○前原委員
　子供のけんかじゃないんだから。まともに答えてくれと言っているわけで、それに答えないから、私の客観的な意
見、あるいは報道されている、あなたは道路族に魂を売ったと言って何が悪いんだ。それが気に入らなくて答弁しな
いなら答弁しなくていいよ。帰ったらいいよ。そのかわり、この委員会、この法律の審議、あなたが担当大臣でしょ
う。やめるんだったら帰ったらいいよ。

○大畠委員長
　委員長から申し上げますが、質問者並びに答弁者の方に、この委員会は法律案について審議しているわけでありま
して、感情論は少し抑えていただいて、ひとつ冷静に委員会の審議を進めていただきたいと、委員長の方から両者に
要請いたします。

○前原委員
　じゃ、前の発言を撤回してください、答弁しないと言ったんだから。
　委員長、私のありのままの感想を言って、それが侮辱で、それに答えられないというなら帰ったらいいと言ったん
です。別にそれは感情で言っているんじゃない。担当者として責任のない発言をしたから、それを撤回してもらわな
ければ私質問しませんよ、さらに。

○大畠委員長
　ちょっととめていただいて。
　　　　〔速記中止〕

○大畠委員長
　速記を起こしてください。
　今の前原委員と大臣のやりとりの状況については、後ほど議事録を理事会でよく精査しまして、理事会として整理
をし、委員長として後日また質問者の方にも大臣の方にも申し上げますが、そういうことで、その件については委員
長に預からせていただきたいと思います。
　したがって、あと残り時間五分ほどございますので、委員におきましては、その残りの時間を使ってこの法律案に
関連する質疑を続けていただきたい。
　これを質問者と大臣の方、両者に要請いたしますので、よろしくお願いいたします。
　前原君。

○前原委員
　必要であれば、今までの大臣の発言、道路公団の民営化、改革についての発言、全部時系列的にどういう発言をさ
れてきたのかということを見て、先ほどの私の発言が侮辱するものかどうなのか、幾らでも証明しろと言われれば証
明をさせていただきます。
　私の質問に答えてください。なぜ償還という言葉が入って、償還主義というものを前提にして予断を与えているの
か。また、なぜ五十年という上限を入れているのか。この文章だけ突出して浮いているんですよ。本来なら、そうい
うものを入れずに、民営化を議論する組織に議論させるべきじゃないんですか。

○石原国務大臣
　冒頭、前原委員に、感情的になりましたことを心からおわび申し上げたいと思います。また、委員長にも御迷惑を
おかけいたしました。委員の皆様にも大変御迷惑をおかけいたしました。
　質問に答えさせていただきたいと思います。
　償還主義については、もうこれも御存じのことだと思いますが、特殊法人整理合理化計画に示された基本方針にお
いて、現行料金を前提とする償還期限は、五十年を上限としてコスト引き下げ効果などを反映させ、その短縮を目指
すと明記させていただいたわけでございます。一定期間内に債務を償還することを前提として議論がなされることと



考えておりますので、このような言葉を整理合理化計画の中に入れさせていただいたわけでございます。
　それともう一点、なぜ五十年かということでございますが、現行が五十年となっているからでございます。

○前原委員
　そんな子供だましみたいな答弁をしないでもらいたい。つまり、償還主義というのはどういう定義かというと、決
められた期限までに借入金を返済するということなんですよ。これは、だから償還主義というんです。では、民営化
された例えばＪＲとかそういうものが償還主義をとっていますか。とっていないでしょう。どういう料金体系、ある
いはどういうサービスを提供すればお客さんが喜んでくれるのか、また、どうすればもうかるような仕組みなのか、
それを考えることであって、償還主義を前提とするということはおかしいじゃないですか。
　しかも、三十年、五十年という議論があったのはわかっていますよ。そのぐらいわかっている。今のものが五十年
だから五十年というような、そんな子供だましな答弁はやめてください。特に、昔は三十年だったのを三十年、四十
年、五十年と延ばしてきた経緯があるわけでしょう。それだったら、年数をここに書くのもおかしいじゃないです
か。

○石原国務大臣　お言葉でございますが、ただいま委員が申されましたように、この償還期限というのは長くなって
まいりましたが、先ほども議論の中でお示ししましたように、いろいろな試算をさせました。交通量の見通し、ある
いは金利の動向、それによって三十年、四十年、五十年と三つのケースでどれだけの高速道路を建設することができ
るのか。その結果、三十年の償還ということではこれから二十兆六千億の道路計画ができない。
　全く道路をつくらなくていいということになるわけには実はいかないわけであります。建設工事中のものもござい
ます。あと数キロでネットワークが完成するものもございます。そういうことを考え合わせてこの五十年という数字
が出てきたと御理解をいただきたいと思いますし、決して子供だましの答弁をしているわけじゃなくて、事実を客観
的に申し述べさせていただいているところでございます。

○前原委員
　それでしたら、五十年と決めた、今おっしゃった交通量、金利の動向、そういうものを調査の上とおっしゃったん
だったら、そういう資料、もとになる資料を委員会に提出していただきたいということを委員長にお願いをしたいと
思います。理事会に提出をしてください。

○大畠委員長
　理事会でお諮りいたします。

○前原委員
　そういうものが本当になかったら、今の話というのは子供だましになるんですよ、大臣。聞いていますか。ですか
ら、償還主義というのは、私は、民営化の考え方にはそぐわないというふうに思っています。
　つまりは、決められた期限までに借入金を返済するように料金水準を決めるということなんです。したがって、そ
の料金水準を決めて、しかも五十年を上限ということになれば、民間会社のいわゆる裁量権というものの手足を縛る
話になるじゃないですか、償還主義をとるということは。違いますか。

○石原国務大臣
　真っさらのところから新しいものをつくるのであるならば委員の議論というものは成り立つと思いますけれども、
現行のシステムは、償還主義のもとに道路公団が運営され、また高速道路ができてきたと御理解をいただきたいと思
います。

○前原委員
　そんなことは百も承知なわけですよ。しかし、形態を変えるんでしょう。道路公団の今までの運営が償還主義だっ
たわけでしょう。プール制、償還主義一体でやってきたわけでしょう。それが、いわゆる事実の隠ぺい、そして借金
の先延ばし、そういう問題になって、さっき私も言ったし、大臣も答弁されたけれども、初めは三十年だったものが
四十年、五十年と延びていって、本当に返せるかどうかわからない。
　しかも、もし自分自身が交通量の見通しをしたということであれば、先ほどの道路公団の交通量の見通しとどれだ
け乖離があるか示してくださいよ。そういうものが調査結果としてあるのであれば、どれだけ乖離しているか。それ
が道路公団と同じだったらお笑いものですよ。

○大畠委員長
　今のは大臣に対する質問ですね。もうちょっと大臣がよく理解して答弁できるように質問してください。

○前原委員
　つまりは、形態を変えるわけでしょう。だから、今までは償還主義だったのはよくわかっています、その議論で
ずっと今まで議論してきたんですから。民間会社になっても償還主義を続けるというのは理論的におかしいじゃない
ですか。違う形態にしようというのに償還主義をとるという前提を決めることが、民間会社の手足を縛り、しかも、
五十年を上限とするということを決めていることについてもおかしいんじゃないですかということを言っているわけ
です。

○石原国務大臣
　今ある有利子負債をすべて切り離せば、償還主義はなくなると思います。



○前原委員
　その議論はおかしいと思いますよ。国鉄からＪＲになって、ＪＲ各社が償還主義をとっていますか。とっていない
でしょう。しかも、債務は引き継いでいますよ。債務をすべてほかのところに引き継いでいくなら償還主義から解放
されるというのは、事実関係からしてもおかしいじゃないですか。だから、私はそれを言っているわけですよ。

○石原国務大臣
　国鉄改革のときを思い出していただきたいのでございますが、旧国鉄は、新しい路線は、整備新幹線を除いて建設
はございません。そして、整備新幹線の計画は凍結されました。一方で、赤字ローカル線、採算性の悪い路線を廃止
していく、そういう議論がなされておりました。
　一方の道路は、先ほども申しましたように、あと数キロ工事をすることによってネットワークが完成するもの、あ
るいは工事途中のものがありますので、ここで工事をすべてゼロにするということは、物理的にも、地元の要望ある
いはネットワーク形成の上からも不可能であるということで、償還主義という文言が入っていると御理解をいただき
たいと思います。

○前原委員
　今までの言葉と最後の償還主義が、言葉ではつながっていても内容では全然つながっていないわけです。償還主義
を本当に理解されているんですか。
　つまりは、新たな道路をつくらなきゃいけないというのは、わかりますよ、理解しますよ。それは、でも、国費で
やるか何でやるかわからないじゃないですか。まさにそこは第三者機関で議論するという話で、償還主義を継続する
かどうかということとは全く別個じゃないですか。言葉はつながっていても、意味としてはつながっていないんです
よ。なぜ償還ということがここに書かれているかという答弁になっていません。答弁をいただきたいと思います。

○石原国務大臣
　非常に私頭が悪いので理解できないんですが、償還主義であるということを否定されているというふうに聞けるん
ですが、償還主義であったらいけないと言っているのに、そこにこれが書いてあるのはなぜかということでございま
しょうか。

○前原委員
　償還主義は、つまりは終わる期限を決めるわけですよ。決めた期限までに返すということを前提とするわけです。
そして、料金体系なんかをすべて決めるわけですよ。民営化する会社がそういうものに手足を縛られるのであればお
かしいじゃないですかという話をしているわけです。
　つまりは、そういうことも含めて、決められた民間会社が償還主義をとるかもしれませんよ、それがいいというの
であれば。しかし、そうじゃなくて、とにかく初めは、借金を返すスピードは遅くても、顧客の理解を得て、しっか
りと民間会社として根づく、定着するということのために償還主義を放棄したいという会社があるかもしれない。そ
ういうふうに考えるかもしれないのに、なぜここには償還主義という足かせをかませて五十年としているのかという
ことを聞いているわけです。答弁になっていないんですよ。

○大畠委員長
　石原大臣、質疑時間がオーバーし始めていますので、答弁もそれなりに考えて答弁してください。

○石原国務大臣　再三再四申しますように、委員も実は仮定を置いていらっしゃるんですよね、こういうふうになっ
た会社がそれをとらないかもしれないじゃないかと。分割するかしないかも実はまだ議論がなされていません。さま
ざまな議論がなされてきたことは承知しておりますし、プール制の問題あるいは償還主義についての是非というもの
も議論されていることは、私は否定するものじゃございません。
　今委員会では、特殊法人の整理合理化計画に、「現行料金を前提とする償還期間は、五十年を上限としてコスト引
下げ効果などを反映させ、その短縮を目指す。」と実は明記をしてありますので、この特殊法人整理合理化計画に
のっとってこの償還主義ということを前提に議論がされると考えているのであって、償還主義のありようあるいは
プール制の是非、こういうものが検討委員会で議論されるということを私は全く否定しているものではございませ
ん。

○前原委員
　時間が来ましたのでこれで終わりますけれども、償還主義というのはそもそも、何度も言いますけれども、支払う
期限を決めて、そして料金体系を設定するというのが償還主義なんですよ。そんなものは、初めから足かせを決める
のではなくて、しっかりと民間会社に、償還主義をとるかとらないかも含めて決めさせるのが筋であるのに、なぜ、
ここに償還というものを前提として組み込ませて、そして五十年というものを設けているかということを聞いている
わけです。
　これは、私の後の同僚に質問を譲りたいと思いますけれども、結論は、道路をつくり続けたい、それだけの妥協の
産物で償還主義、五十年というものを入れているだけなんです。それをお答えになっていない。そこを指摘して、私
の質問を終わります。

○大畠委員長
　これにて前原君の質疑は終了いたしました。
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